
- 1 - 

開議 午前１０時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○菅原委員長 開会いたします。 

本日の会議に植木委員から欠席する旨の届出があります。 

ここで、この後の協議のため、無所属議員を委員外議員として出席を求めることでよろしいでし

ょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時０１分 

────────────────────────────────────────────────────── 

再開 午前１０時０２分 

○菅原委員長 それでは、再開いたします。 

まず初めに、１の令和７年第４回定例会の運営について、（１）市長提出議案のうち配付済みの

ものについて、理事者から説明願います。 

○和田総務部長 令和７年第４回定例市議会を１２月２日開会ということで、昨日、招集告示をさ

せていただきましたので、議案につきまして御説明を申し上げます。 

今回提出いたしました議案は、議決案件が３９件、報告案件が１件の合わせて４０件でございま

す。 

議案第１号から議案第１１号までの令和７年度各会計補正予算につきましては、後ほど総合政策

部長から御説明をさせていただきます。 

議案第１２号から議案第２７号までにつきましては、いずれも条例の制定でございます。 

議案第１２号につきましては、現在の２７部を２２部にするなど組織機構の再編を行うとともに、

所要の規定を整備しようとするものであります。 

議案第１３号につきましては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所

要の規定を整備しようとするものであります。 

議案第１４号から議案第１６号までにつきましては、いずれも国家公務員の給与改定に係る閣議

決定を踏まえ、議案第１４号は、給料表並びに期末手当及び勤勉手当の支給率の引上げを、議案第

１５号は、給料表、通勤手当の額並びに期末手当及び勤勉手当の支給率の引上げのほか、所要の規

定の整備を、議案第１６号は、給料表の引上げをそれぞれ行おうとするものでございます。 

議案第１７号及び議案第１８号につきましては、特別職の職員及び公営企業の管理者の期末手当

の支給率の引上げを行おうとするものでございます。 

議案第１９号につきましては、新たに林野火災の予防に係る規定を整備するなどのほか、対象火

気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を

定める省令の一部改正に伴い、所要の規定を整備しようとするものであります。 

議案第２０号につきましては、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営

に関する基準の一部改正に伴い、健康管理に係る規定を整備しようとするものでございます。 

議案第２１号につきましては、旭川市廃棄物処分場環境対策協議会の委員の定数等を変更するほ

か、所要の規定を整備するとともに、旭川市中園廃棄物最終処分場監視委員会条例を廃止しようと
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するものであります。 

議案第２２号につきましては、火入れの中止に係る規定を整備するほか、所要の規定を整備しよ

うとするものであります。 

議案第２３号及び議案第２４号につきましては、災害時における給水装置工事の施工又は排水設

備等の工事の実施に係る規定を整備しようとするものであります。 

議案第２５号につきましては、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴

い、所要の規定を整備しようとするものであります。 

議案第２６号につきましては、子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、特定乳児等通園支援事

業の運営に関する基準を定めるために、条例を制定しようとするものであります。 

議案第２７号につきましては、地域保育所における指定管理者による管理を廃止しようとするも

のであります。 

議案第２８号と、１つ飛びまして、議案第３０号につきましては、令和８年４月に、旭川市立大

学に地域創造学部を開設すること等に伴い、公立大学法人旭川市立大学定款及び公立大学法人旭川

市立大学中期目標の変更を、それぞれ行おうとするものであります。 

議案番号を戻りまして議案第２９号につきましては、令和８年４月から旭川市立大学短期大学部

幼児教育学科の名称が、こども地域学科に変更されることに伴い、公立大学法人旭川市立大学が徴

収する料金の上限について変更の認可申請がありましたことから、申請のとおり認可をしようとす

るものであります。 

議案第３１号につきましては、契約の締結でございまして、旧第三庁舎解体工事を契約金額３億

４千１２万円で荒井建設株式会社ほか１社で構成される共同企業体と契約しようとするものでござ

います。 

議案第３２号から議案第３９号までにつきましては、いずれも、連携中枢都市圏形成に係る連携

協約の変更についてでございまして、議案第３２号は鷹栖町と、議案第３３号は東神楽町と、議案

第３４号は当麻町と、議案第３５号は比布町と、議案第３６号は愛別町と、議案第３７号は上川町

と、議案第３８号は東川町と、議案第３９号は美瑛町と、それぞれ締結しております連携中枢都市

圏形成に係る連携協約について変更しようとするものでございます。 

報告第１号につきましては、市道の事故による損害賠償の額を定めることについてでございまし

て、１千９９５円を損害賠償の額として、１０月２８日に専決処分をさせていただいたものでござ

います。 

最後に、先議についてのお願いでございます。 

議案第１号につきましては、この後、総合政策部長が内容を御説明申し上げますが、物価高騰に

直面する非課税世帯及び子育て世帯を支援するための給付金を速やかに支給するため、その取扱い

につきましては、何とぞ御先議くださいますようお願い申し上げます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○熊谷総合政策部長 議案第１号から第１１号の令和７年度各会計補正予算につきまして、補正予

算書に基づいて御説明申し上げます。 

初めに、旭川市一般会計補正予算（第４号）と記載されております補正予算書の１ページを御覧

ください。 
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議案第１号、令和７年度旭川市一般会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞ

れ８億８千９４４万７千円を追加するものでございます。その内容といたしましては、４ページの

事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますように、３款民生費の福祉灯油購入助成費など２事

業で、８億８千９４４万７千円を追加するものでございます。これらの財源につきましては、３ペ

ージの歳入にお示しいたしておりますように、１７款国庫支出金で１億４千７０６万４千円、２１

款繰入金で７億４千２３８万３千円をそれぞれ追加するものでございます。２ページの第２表繰越

明許費補正では、子育て世帯生活応援給付金支給費を繰越明許費として追加するものでございます。 

次に、旭川市一般会計補正予算（第５号）ほか９会計の補正予算が記載されております、補正予

算書の１ページを御覧ください。 

議案第２号、令和７年度旭川市一般会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞ

れ９億８千８２８万９千円を追加するものでございます。その内容といたしましては、ページ飛び

まして、１８ページから３０ページの事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますように、１８

ページの１款議会費では、管理費など２事業で１６０万５千円、１８ページから２０ページにわた

りますが、２款総務費では、管理事務費など４０事業で４千５９８万２千円、２０ページから２３

ページにわたりますが、３款民生費では、指導監査事務費など５９事業で８千１００万８千円、２

３ページから２５ページにわたりますが、４款衛生費では、赤ちゃん訪問指導費など３５事業で、

８千８８７万８千円、２５ページの５款労働費では、旭川まちなかしごとプラザ事業費で２８万２

千円、２５ページから２６ページにわたりますが、６款農林水産業費では、運営費など１０事業で

４千４２６万９千円、２６ページの７款商工費では、中小企業振興資金融資事業費など７事業で１

千７２９万３千円、２６ページから２７ページにわたりますが、８款土木費では、管理事務費など

１０事業で２０２万２千円、２７ページの９款消防費では、総合防災センター管理費など２事業で

４６０万円、２７ページから２９ページにわたりますが、１０款教育費では、管理事務費など３１

事業で１億５千８０１万８千円、１３款職員費では、給料及び諸手当など３事業で５億４千４３３

万２千円をそれぞれ追加するものでございます。これらの財源につきましては、ページ戻っていた

だき、１３ページから１７ページの歳入にお示しいたしておりますように、１３ページから１４ペ

ージにわたりますが、１７款国庫支出金で３千７２３万９千円、１５ページから１６ページにわた

りますが、１８款道支出金で４千５５３万４千円、１６ページの１９款財産収入で２４７万３千円、

２０款寄附金で４３２万９千円、２１款繰入金で３億６千５７０万円、２２款繰越金で５億２千４

２２万３千円、１７ページの２３款諸収入で８７９万１千円をそれぞれ追加するものでございます。

さらにページ戻っていただき、４ページの第２表債務負担行為補正では、市営住宅使用料・駐車場

使用料納入通知書印字及び封入封かん業務委託料など５つの事項について債務負担行為を追加する

ものでございます。 

次に、５ページを御覧ください。議案第３号、令和７年度旭川市国民健康保険事業特別会計補正

予算につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１千８４４万２千円を追加するものでござい

ます。その内容といたしましては、ページ飛びまして、３７ページの事項別明細書、歳出にお示し

いたしておりますように、１款総務費では、管理事務費など２事業で１千４９１万円、５款保健事

業費では、疾病予防費など３事業で２００万４千円、６款基金積立金では、国民健康保険事業準備

基金積立金で１５２万８千円をそれぞれ追加するものでございます。これらの財源につきましては、



- 4 - 

３６ページの歳入にお示しいたしておりますように、３款道支出金で４００万９千円、４款財産収

入で１５２万８千円、５款繰入金で１千２９０万５千円をそれぞれ追加するものでございます。６

ページの第２表債務負担行為補正では、特定健康診査等受診券印字及び封入封かん業務委託料につ

いて債務負担行為を追加するものでございます。 

次に、７ページを御覧ください。議案第４号、令和７年度旭川市動物園事業特別会計補正予算に

つきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１千５３３万円を追加するものでございます。その

内容といたしましては、ページ飛んでいただき４２ページの下段の事項別明細書、歳出にお示しい

たしておりますように、１款総務費の施設管理費で１千５３３万円を追加するものでございます。

この財源につきましては、上段の歳入にお示しいたしておりますように、６款繰入金で同額を追加

するものでございます。 

次に、８ページを御覧ください。議案第５号、令和７年度旭川市育英事業特別会計補正予算につ

きましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ５４万６千円を追加するものでございます。その内容

といたしましては、４６ページ下段の事項別明細書、歳出にお示しいたしておりますように、１款

育英費の育英資金貸付金及び入学仕度金貸付金など２事業で５４万６千円を追加するものでござい

ます。この財源につきましては、上段の歳入にお示しいたしておりますように、３款繰入金で同額

を追加するものでございます。 

次に、９ページを御覧ください。議案第６号、令和７年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算

につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億６千２０８万３千円を追加するものでござい

ます。その内容といたしましては、５０ページから５２ページの事項別明細書、歳出にお示しいた

しておりますように、１款総務費では、管理事務費など３事業で１千３８９万１千円、２款保険給

付費では、高額医療合算介護サービス費で４８５万６千円、５１ページから５２ページにわたりま

すが、３款地域支援事業費では、介護予防・生活支援サービス事業費など７事業で１千５１０万６

千円、５２ページ、５款基金積立金では、介護給付費準備基金積立金で８１４万８千円、６款諸支

出金では、償還金など２事業で２億２千８万２千円をそれぞれ追加するものでございます。これら

の財源につきましては、４８ページから４９ページの歳入にお示しいたしておりますように、２款

国庫支出金で６９４万４千円、３款支払基金交付金で１７９万９千円、４款道支出金で３３９万４

千円、５款財産収入で８１４万８千円、４８ページから４９ページにわたりますが、６款繰入金で

２億４千１７９万８千円をそれぞれ追加するものでございます。 

次に、１１ページを御覧ください。議案第７号、令和７年度旭川市母子福祉資金等貸付事業特別

会計補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１８万６千円を追加するものでござ

います。その内容といたしましては、５６ページ下段の事項別明細書、歳出にお示しいたしており

ますように、１款母子福祉資金等貸付事業費の母子福祉資金等貸付事業費で１８万６千円を追加す

るものでございます。この財源につきましては、上段の歳入にお示しいたしておりますように、１

款繰入金で同額を追加するものでございます。 

次に、１２ページを御覧ください。議案第８号、令和７年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計

補正予算につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ３９９万２千円を追加するものでござい

ます。その内容といたしましては、５８ページ下段の事項別明細書、歳出にお示しいたしておりま

すように、１款総務費の管理事務費など２事業で３９９万２千円を追加するものでございます。こ
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の財源につきましては、上段の歳入にお示しいたしておりますように、２款繰入金で３７８万９千

円、４款広域連合支出金で２０万３千円をそれぞれ追加するものでございます。 

次に、議案第９号、令和７年度旭川市水道事業会計補正予算につきましては、６３ページの実施

計画にお示しいたしておりますように、水道事業収益で３万１千円、水道事業費用で３千４６２万

４千円、資本的支出で６６８万９千円をそれぞれ追加するものでございます。そのほか、関係条文

につきましても併せて整備するものでございます。 

次に、議案第１０号、令和７年度旭川市下水道事業会計補正予算につきましては、６９ページの

実施計画にお示しいたしておりますように、下水道事業収益で２５２万６千円、下水道事業費用で

２千９１０万８千円、資本的支出で４４４万２千円をそれぞれ追加するものでございます。そのほ

か、関係条文につきましても併せて整備するものでございます。 

最後に、議案第１１号、令和７年度旭川市病院事業会計補正予算につきましては、７６ページの

実施計画にお示しいたしておりますように、病院事業収益で６千７５３万３千円、病院事業費用で

２億９４８６万１千円をそれぞれ追加するものでございます。また、７５ページの債務負担行為で

は、夜間看護補助業務委託料について、債務負担行為を設定するものでございます。そのほか、関

係条文につきましても併せて整備するものでございます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○菅原委員長 ただいま市長提出議案の説明を受けたところでありますが、特に発言等はございま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○菅原委員長 理事者から要望のあった先議の扱いについては、後ほど審議方法のところで協議し

たいと思います。 

（２）の追加提出予定のものについて、理事者から説明願います。 

○和田総務部長 追加を予定しております議案につきましては、旭川市教育委員会教育長の任命に

つきまして、野﨑幸宏氏が本年１２月１２日をもって任期満了となることによるものでございます。 

なお、その取扱いにつきましては、任期のこともありますことから、何とぞ御配慮くださいます

ようお願いを申し上げます。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○菅原委員長 このことについて、特に発言等はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○菅原委員長 それでは、従来どおり各派会長会議で協議すること及び本会議直接審議とし、本会

議で扱う日程については、別途協議することでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 では、そのように扱いたいと思います。 

（３）の議会提出議案について、アの請願・陳情議案の委員会付託について、イの請願・陳情議

案の審査結果報告について、この２点につきまして、事務局から説明願います。 

○林上議会事務局次長 アの請願・陳情議案の委員会付託についてでありますが、１１月２０日現

在、陳情を１３件受理しております。旭川市特別会計における消費税の申告・納付状況について調

査・公表を求めることについてにつきましては、陳情事項が総務、民生、経済建設及び子育て文教
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の各常任委員会の所管に関わることから、分割して陳情第２２号、陳情第２９号、陳情第３３号及

び陳情第３６号として各常任委員会に付託になろうかと思います。旭川市及び周辺地域における外

国人・外国法人による土地取得、特に森林・水源地に関する把握状況と対応方針についてにつきま

しては、陳情事項が総務及び経済建設の両常任委員会の所管に関わることから、分割して陳情第２

３号及び陳情第３４号として両常任委員会に付託になろうかと思います。陳情第２４号の旭川市男

女共同参画事業における不公平是正と事業見直しについて、陳情第２５号ないし陳情第２７号まで

の宗教施設建設に伴う地域の公共安全及び調和に関する法律整備を求めることについて及び陳情第

２８号の職員団体の組合費給与天引き（チェックオフ）手続の適正運用及び行政の政治的中立性確

保を求めることについてにつきましては、いずれも総務常任委員会に、陳情第３０号の旭川市内医

療機関における外国人観光客対応を含む医療費未払い問題への対応と条例制定について、陳情第３

１号の旭川市及び周辺地域における土葬及び宗教的配慮を伴う埋葬制度に関する方針と条例整備に

ついて及び陳情第３２号の路線バスにおける精神障害者運賃減免制度についてにつきましては、い

ずれも民生常任委員会に、陳情第３５号の旭川市アリーナ建設計画の見直しと市民生活優先の予算

編成を求めることについてにつきましては、経済建設常任委員会に、陳情第３７号の市立小中学校

への「いじめ対策監（仮称）」配置制度の導入を求めることについて及び陳情第３８号の旭川市に

おけるＡＩ予兆システムを核としたいじめ・児童虐待・家庭訪問支援の統合モデル構築についてに

つきましては、いずれも子育て文教常任委員会に付託になろうかと思います。御了承いただければ、

１２月２日の本会議で、その手続を取ることとなります。 

次に、イの請願・陳情議案の審査結果報告につきましては、現在のところ、結論の出たものはご

ざいませんが、今後、結論が出たものにつきましては、改めて御協議いただきたいと思います。 

以上でございます。 

○菅原委員長 ただいま説明を受けましたが、そのとおりでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 では、そのとおり扱うことといたします。 

ウの意見書・決議案についてであります。事前に、自民会議から１件、共産から３件、合計４件

の提案があり文案を配付しております。 

これ以外に提案予定の会派はありますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○菅原委員長 それでは、調整は従来どおり代表者会議で行うことといたします。 

次に、（４）の議案の審議方法についてであります。令和７年度各会計補正予算と関連議案及び

単独議案についてであります。 

先ほどの理事者説明の中で、先議の要望があった議案第１号について、先議とすることでよいか、

各会派及び無所属に伺います。 

○えびな委員（自民会議） 先議でよろしいかと思います。 

○金谷委員（民主連合） 先議でよいと思います。 

○中野委員（公明党） 先議でよろしいと思います。 

○まじま委員（共産） 先議でよいと思います。 

○塩尻委員（市民連合） 先議でよろしいかと思います。 
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○横山委員外議員（無所属） 先議でよろしいです。 

○菅原委員長 無所属安田議員におきましては事前確認を取っております。先議でよろしいという

ことでありました。 

それでは、１２月２日の開会日に扱うとしてしまして、後日の議会運営委員会で、質疑、討論の

有無及び賛否を確認することといたします。 

議案第２号ないし議案第３９号の以上３８件につきましては、本会議直接審議または特別委員会

付託のどちらにするか、各会派及び無所属に伺ってまいります。 

○えびな委員（自民会議） 本会議直接審議でよろしいかと思いますが、ほかの会派に合わせたい

と思います。 

○金谷委員（民主連合） 特別委員会設置でお願いしたいと思います。 

○中野委員（公明党） 特別委員会への付託が望ましいと思っておりますが、ほかの会派に合わせ

たいと思います。 

○まじま委員（共産） 特別委員会設置が望ましいと思いますけれども、ほかの会派に合わせたい

と思います。 

○塩尻委員（市民連合） 同じく特別委員会設置のほうがいいと思いますけども、ほかの会派に合

わせていきたいなと思います。 

○横山委員外議員（無所属） 特別委員会設置がよろしいと思います。 

○菅原委員長 無所属安田議員におきましては各会派の皆様に合わせたいという返事をいただいて

おります。 

ただいまの結果、特別委員会付託となるかと思います。では、特別委員会付託ということで、付

託議案につきましては、議案第２号ないし議案第３９号の以上３８件といたします。なお、報告第

１号については、本会議直接審議といたします。名称につきましては、補正予算等審査特別委員会

となります。構成につきましては、委員長案を示すことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 構成メンバーにつきましては１５名となります。内訳につきましては、自民会議５

名、民主連合３名、公明党２名、共産２名、市民連合２名、無所属１名となります。正副委員長の

希望について確認をさせていただきたいと思います。 

○えびな委員（自民会議） 相談に乗りたいと思います。 

○金谷委員（民主連合） 相談には応じたいと思います。 

○中野委員（公明党） 相談に乗りたいと思います。 

○まじま委員（共産） 希望しません。 

○塩尻委員（市民連合） 相談に乗らせていただきたいと思いますが、できれば避けたいなと思い

ます。 

○横山委員外議員（無所属） 希望しません。 

○菅原委員長 無所属安田議員につきましても希望しないということでありました。 

届出につきましては委員名の届出と同時としたいと思います。続きまして、委員名の届出及び設

置の時期についてでありますが、日程のところで確認したいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。委員会の場所についてでありますが、第１委員会室といたします。 
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次に、一般質問についてです。時期及び通告につきましては、日程のところで確認をしてまいり

ます。時間についてでありますが、質問のみ２５分。ただし、一問一答の方式の場合は、質問時間

を確保した上で答弁を含めておおむね６０分を目安といたします。回数につきましては、一問一答

の方式の場合は、回数制限を設けず、一括方式の場合は３回以内といたします。それでは、人数、

質問者の人数について確認をしてまいります。 

○えびな委員（自民会議） ４名から５名でお願いいたします。 

○金谷委員（民主連合） ２名ないし３名です。 

○中野委員（公明党） ３名から４名でお願いします。 

○まじま委員（共産） ２名でお願いします。 

○塩尻委員（市民連合） １名から２名でお願いいたします。 

○横山委員外議員（無所属） ゼロから１名でお願いします。 

○菅原委員長 無所属安田議員につきましては、一般質問はしませんということで確認を取ってお

ります。 

質問者につきましては、１２名から１７名となりましたので御報告申し上げます。順序でありま

すが、正副議長、議運の正副委員長立会いの下、抽せんとなります。場所につきましては、質疑質

問席となりますので御了承ください。 

続きまして、大綱質疑について伺ってまいります。アの時期、イの通告につきましては、日程の

ところで確認をいたします。ウの質疑時間につきましては、質疑のみ２５分、回数につきましては、

３回以内とさせていただきます。それでは、質問人数の確認をしていきたいと思います。 

○えびな委員（自民会議） ゼロから１名でお願いいたします。 

○金谷委員（民主連合） ゼロないし１名です。 

○中野委員（公明党） ゼロから１名でお願いします。 

○まじま委員（共産） １名でお願いします。 

○塩尻委員（市民連合） ゼロでお願いいたします。 

○横山委員外議員（無所属） ゼロでお願いします。 

○菅原委員長 無所属安田議員につきましては、質疑いたしませんということであります。 

集計をいたしますと、１名から４名となりますので御了承願います。続きまして、順序でありま

すが、正副議長、議運の正副委員長立会いの上、抽せんとなります。場所につきましても、質疑質

問席となりますので御承知ください。 

次に、（７）の会期と日程について、正副委員長案を示すことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 ただいま、日程案を事務局から配付させますので少々お待ちください。 

（日程案配付） 

○菅原委員長 それでは、日程案をお配りさせていただきました。 

既に、１１月２５日に告示となっております。開会は１２月２日火曜日、閉会は１２月１７日水

曜日の通算１６日間となります。１２月２日に本会議を開き、提案説明となります。なお、資料に

は記載がありませんが、先ほど決定したとおり、先議の議案を審議することとなります。そして、

正午までに一般質問の通告締切、その後、抽せんとなります。３日は休会日ですが、正午までに大
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綱質疑の通告締切、その後抽せんとなります。８日から１０日までが一般質問で、８日は補正予算

審査特別委員会の委員名を正午までに届出願いたいと思います。１１日に大綱質疑の後、補正予算

等審査特別委員会を設置し、１２日、１５日に審査し、その後、取りまとめとなります。そして、

１７日に本会議で議案審議、閉会となります。 

以上の日程でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 それでは、そのように取り扱いたいと思います。 

続きまして、２のその他になります。（１）の令和７年度議会費補正予算についてでありますが、

今定例会に提出されている議会費に関わる補正予算について、事務局から説明いたします。 

○稲田議会事務局長 令和７年第４回定例会に令和７年度補正予算が提出されておりますが、その

うち議会費に係る説明資料を本日御配付いたしております。補正予算額としましては、議会費全体

で１６０万５千円の増となっております。その内訳といたしまして、１節報酬が補欠選挙に伴う９

月分の議員報酬に不足分が生じたことや、今回提出されております旭川市特別職の職員の給与に関

する条例の改正に伴い、市議会議員の期末手当についても特別職と同様に０．０５月分増となるこ

と及び会計年度任用職員の給与額が改定されたことから、管理費、運営費合わせて１５０万５千円

の増となっております。また、３節職員手当等につきましては、会計年度任用職員の期末手当の支

給割合が、０．０５月分増となることにより、管理費、運営費合わせて１０万円の増となっており

ます。 

以上でございます。 

○菅原委員長 ただいまの事務局説明のとおりとなっておりますので、御承知願いたいと思います。 

次に、（２）の旭川市議会業務継続計画（旭川市議会ＢＣＰ）に係る研修会についてであります。

旭川市議会ＢＣＰでは、議員と議会事務局職員を対象とした防災及び減災並びに危機管理に関する

研修会または訓練を毎年１回は実施することとしているところであります。今年度は研修会を実施

することとし、日程につきましては、第４回定例会の閉会日を第１候補とし、また、閉会日の翌日

を予備としたいと考えております。内容につきまして事務局から説明をいたします。 

○稲田議会事務局長 旭川市議会ＢＣＰ研修会につきましては、配付資料にありますとおり、第４

回定例会閉会日の本会議終了後、議場での旭川市における災害の特徴及び災害対応についての座学

研修のほか、段ボールベッドの展示や非常食の試食といった避難所生活の体験として２時間程度を

予定しております。研修開始時間など詳細につきましては、議会日程が確定した後に御連絡したい

と考えております。 

 以上でございます。 

○菅原委員長 ただいまの事務局説明のとおりとすることでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○菅原委員長 そのとおり実施することといたします。 

次回の議会運営委員会の招集についてでありますが、先議がありますので、１２月１日月曜日、

午前１０時、口頭招集となりますので御承知ください。 

それでは、散会いたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 
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散会 午前１０時４３分 


